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様式１

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービス
センター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防
止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木
材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

有限会社　奥羽重機工業

宣言日

事業場名

 SafeworK 向上宣言

令和5年10月12日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

事業主宣言

「安全はすべてに優先する」

不安全行動の無い、安全・健康で働きやすい職場を目指します。

労働者宣言

事業主の宣言に基づき、不安全行動を行わない作業を進めます。

１．保護具は着けたか。機械・道具は点検したか。

２．高齢や体調不良は、無理をしない・させない。

３．疑問や不安は、遠慮なく責任者へ。

４．受けた仕事は、最後まで責任をもとう。

５．段取り八分、余裕をもって行動しよう。


